下呂市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託に係る
公募型プロポーザル実施要領

１　趣旨
この実施要領は、「下呂市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託」の受託事業者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）で選定する手続きについて、必要な事項を定めるものである。
高齢者等を取り巻く現状や課題、介護サービスに対するニーズなど介護市場の変化、介護給付費の動向、介護保険制度の改正内容等を踏まえつつ、共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づく認知症施策推進計画を含め、下呂市における地域特性に合った計画を策定するものとする。

２　業務概要
(1) 業務名　　下呂市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託
(2) 業務内容　下呂市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託仕様書のとおり
(3) 契約期間　契約締結日から令和９年３月２４日まで

３ 参加資格等
本プロポーザルへの参加にあたっては、次に掲げる条件をいずれも満たしていること。
ア この公告日において、下呂市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
エ　破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者でないこと。（同法附則第３条第１項の規定により なお従前の例によることとされている破産事件に係るものを含む。）
オ 下呂市が行う契約等からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２３年３月２９日告示第４８号）第３条に規定する排除措置対象法人等に該当する者でないこと。
カ　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。
４　スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プロポーザルの実施スケジュールは，次のとおりです。
	公募開始
	令和７年１０月　２日（木）

	質問受付期限
	令和７年１０月　６日（月）１７時
※様式１「質問書」に記入のうえメール等にて提出すること。

	質問回答期日
	令和７年１０月８日（水）に下呂市ホームページにて公表

	参加申込書　提出期限
	令和７年１０月１０日（金）１７時
※様式２「参加申込書」に記入のうえ提出すること。

	企画提案書　提出期限
	令和７年１０月１７日（金）１７時

	審査（プレゼンテーションによる審査）
	令和７年１０月２７日（月）

	審査結果通知
	令和７年１０月３１日（金）


※ 都合により変更することがあります。

５　参加申込
(1) 提出書類　様式２「参加申込書」１部
(2) 提出場所　下呂市福祉部高齢福祉課
(3) 提出期限　令和７年１０月１０日（金）１７時　必着
(4) 提出方法　持参又は郵送。

６　企画提案
(1) 提案方法　下記の提出書類を用意して、提出期限までに福祉部高齢福祉課に持参又は郵送にて提出すること。提出期限を過ぎて持参、到着したものについては受付しない。
(2) 提出書類　
① 企画提案書の提出について（様式３）
② 会社概要（任意様式）
会社の事業概要等について簡潔に記載すること（パンフレット等の会社概要で代用することも可とする。）
③ 企画提案書（任意様式）
計画策定に際しての基本的な考え方、業務工程など、仕様書に掲げる業務内容を遂行するために必要となる企画のポイント等を、別紙の「審査表」の審査項目・評価内容を参酌し分かりやすく記載すること。
※ 形式はＡ４版の長辺とじ（左２箇所ホチキス止）。
※ 文字は10.5ポイント以上。
※ 表紙・目次を除き、20ページ以内。
※ Ａ３版による折込ページの挿入は可とする。
※ 提出書類については､カラー印刷を取り入れる等分かりやすいものとすること。
※ 提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない。
※ 提出後の書類の追加・変更は認めない。
④ 業務実施体制（任意様式）
業務を受託した場合の体制、担当予定者の氏名、主な資格、経歴、業務分担内容等について記載すること。
⑤ 業務実績（任意様式）
過去に行った類似事業の実績（業務名、発注者名、履行期間、履行内容等）を記載すること。
⑥ 見積書・積算内訳書（任意様式）
⑦ その他参考資料（任意様式）
業務の工程表や個人情報の取扱いなど提案内容を補完する資料を必要に応じて添付すること。
※ 上記①～⑦を1つに綴じて提出すること。

(3) 提出場所　下呂市役所　福祉部　高齢福祉課
(4) 提出期限　令和７年１０月１７日（金）１７時　必着
(5) 提出方法　郵送可。
(6) 提出部数　７部提出〔正本１部（押印したもの）、副本６部（正本の写し）〕
(7) 提出書類作成時の留意点
企画提案書はそれぞれの所定の様式を用いて、簡潔明瞭に取りまとめること。本市の第９期介護保険事業計画については市ホームページで確認すること。

(8) 審査（プレゼンテーションの審査）
※ 期日　　　令和７年１０月２７日（月）
※ 場所　　　具体的な時間及び場所は後日通知
※ 出席者　　３名以内。プレゼンテーションは本業務の担当予定者等が行うこと。
※ 実施時間　提出資料に基づき１社「２０分以内」のプレゼンテーションを行い、その後「１０分間」の質疑応答を実施する。（プロジェクター・パソコン等を使用する場合はセッティングの時間を含む）
※ 設営　　　プロジェクター・パソコン等を使用する場合は参加業者が用意すること。
※ 本市からの出席者　５人の予定。
※ 審査結果　令和７年１０月３１日（金）に参加業者に通知する。

７　業務委託限度額（予算額）
令和７年度　２，５４９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
令和８年度　３，９６８，０００円（消費税及び地方消費税を含む）（債務負担行為）

８　失格事項
次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。
(1) 参加申し込み後、契約日までの間に委託業務の競争入札参加資格要件を満たさなくなった場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 本要項で示された提出書類の期限、提出場所及び提出方法ならびに書類作成上の留意事項の条件に適合しない場合
(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(5) 業務委託費の上限を超える見積額の提案をした場合

９　選定
提案書等について、別途定める審査表により得られた評価得点の最も高い参加事業者と本業務の契約交渉を行う。
評価得点が合計点の６割を満たさない場合は特定の対象としない。
評価点数が最も高いものが２以上あるときは、見積書における見積金額の低いものを上位とする。
なお、参加表明者が１者の場合は、評価点数が合計の６割を超えた場合に、その参加事業者と契約交渉を行う。
なお、この選定はあくまで「受託候補者を特定」するものであり、契約行為ではない。

１０　契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
本プロポーザルにより特定した受託候補者を相手方とし、仕様書等の内容を協議し、業務内容を確定した上で契約の手続きを行う。特定した受託候補者と契約ができない場合は次点者と契約について協議を行う。
契約行為については地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
(2) 支払条件
各会計年度において、本実施要領第７に規定する支払限度額の範囲内で履行高確認（検
[bookmark: _GoBack]査）を行った上、業務請負代金（前払金を含む）を一括払いする。

１１　その他
(1) 特定した受託候補者と協議を行い、必要により仕様書の修正・追加を行う場合がある。
(2) 本要項に示した書類のほか、下呂市長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
(3) 企画提案に係る書類作成及び提出、プロポーザルに要する費用は、参加業者の負担とする。
(4) 参加業者は、受託候補者特定後、本プロポーザルに係る要項等の内容について、又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
(5) 本プロポーザルにおいて提出された企画提案書等の書類は、下呂市情報公開条例（平成16年３月１日条例第20号）の規程により、第三者より公開請求があった場合については公開するものとする。なお、個人情報等の不開示情報についてはこの限りでない。


１２　プロポーザルに関する連絡先
〒509-2517　
岐阜県下呂市萩原町萩原1166番地8　下呂市役所　福祉部　高齢福祉課
電話  0576-53-0153　　FAX　0576-53-0154　e-mail：kourei@city.gero.lg.jp
